
子どもを性犯罪被害から守るために刑法規定を見直すこと等を求め

る意見書 

 

性犯罪に関する刑法は、日本社会における性犯罪及び性暴力等の蔓延の

現状から多くの性被害者の声が届き、平成２９(2017)年に明治４０年制定

から１１０年を経てはじめて大幅な改正が行われた。その際に、施行後３

年を目途として、実態や改正後の状況等の検討を加え所要の措置を講じる

ことに対し、現在、法務省で「性犯罪に関する刑事法検討会」が立ち上が

り議論は続けられているが、刑事法の在り方の検討はもとより、被害者支

援の充実、加害者対策、教育・啓発の強化等の実効性ある取り組みを速や

かに進めていく、刑法を性被害の実態に即したものに改正し、関連法整備

や性被害者支援施策の強化を早急に行うことが必要である。 

性交同意年齢については、明治時代に制定されて以来、「１３歳以上」

との規定のままとなっている。この規定により、性犯罪被害者が１３歳以

上の場合、裁判で暴行脅迫が立証できなければ、加害者は罪に問われない

状況となっている。そのため平成３１(2019)年３月には、無罪とされる判

決が相次ぎ、被害者の同意のない行為だと裁判で認定されながらも被害者

の状態が抗拒不能状態だったとするには合理的な疑いが残るとして無罪

となったケースもあり、改正後の規定でもなお不十分であることが指摘さ

れている。 

また、改正後も、罪が成立する為に要求されるハードル・要件が非常に

高いままとなっており、刑法の規定において、強制性交等罪・強制わいせ

つ罪等は「暴行」「脅迫」、準強制性交等罪・準強制わいせつ罪等は「心

神喪失」「抗拒不能」が起訴の要件となっている。 

さらには、性犯罪被害者の年齢が幼い事例もあり、その時点では、性知

識が不足しており、自身が被害を受けても何をされているか判断できない

という問題もある。そうしたことからも、被害者が表立って声を上げるに

は長い年月がかかり、その被害を認識し、被害届を提出したいと願い出た

時には、時効を迎えているというケースも少なくはないと聞き及ぶ。 

以上の刑法規定に関することに加えて、未成年者を性犯罪被害から守る

には、加害者が再犯者である事件も多いことから、再犯防止の取組を強化

することも重要な視点である。 

このようなことから、子どもを性犯罪被害から守るため、国においては、

未成年の性犯罪被害者が置かれていた実態や環境等を考慮した刑法規定

の見直しや法改正等を行うよう、下記の事項について強く要望する。 



記 

 

１．地位・関係性等の立場を利用した性交についての処罰規定の創設や、

性交同意年齢の引き上げ、公訴時効の期間延長などの課題について再検

討を行い、性被害の実態に即した法改正に取り組むこと。 

２．未成年者を性犯罪被害から守るための加害者再犯防止の取組を国が主

体となって進めること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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